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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 

 

所  属  バニラ・エア株式会社 

型  式  エアバス式Ａ３２０－２１４型 

登録記号  ＪＡ１４ＶＡ 

事故種類  機体の動揺による客室乗務員の負傷 

発生日時  平成３０年８月２７日 １０時３５分ごろ 

発生場所  宮崎空港の東約４５km 付近海上、高度約９,１００ｍ（ＦＬ３００） 

 

令和元年５月１０日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 

委   員  宮 下   徹 

委   員  柿 嶋 美 子 

委   員  丸 井 祐 一 

委   員  宮 沢 与 和 

委   員  中 西 美 和 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要  バニラ・エア株式会社所属エアバス式Ａ３２０－２１４型ＪＡ１４ＶＡは、平

成３０年８月２７日（月）、関西国際空港を離陸し奄美空港へ向け飛行中、機体

が動揺し客室乗務員１名が転倒して負傷した。 
1.2 調査の概要 運輸安全委員会は、平成３０年９月３日、航空事故発生の通報を受け、本事故

の調査を担当する主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。 

事故機の設計・製造国であるフランス共和国に事故発生の通知をしたが、その

代表等の指名はなかった。 

原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過  機長、副操縦士及び客室乗務員の口述、同機のクイック・アクセス・レコー 

ダー（ＱＡＲ）の記録並びにレーダー航跡記録によれば、飛行の経過は概略次の

とおりであった。 

 バニラ・エア株式会社所属エアバス式Ａ３２０－２１４型ＪＡ１４ＶＡ

は、機長ほか乗務員５名及び乗客１４６名の計１５２名が搭乗し、平成３０

年８月２７日０９時５９分ごろ、同社の定期８７３便として奄美空港へ向け

て関西国際空港を離陸した。当該便は、同機による前便（台湾桃園国際空港

発関西国際空港着）と同じ乗務員で運航されていた。 

 同機には機長がＰＦ*1として左操縦席に、副操縦士がＰＭ*1として右操縦席

に着座していた。 

 前便の出発前に機長は、気象データにより、当日飛行予定の経路（台北－

関空－奄美－成田）上の天候は高気圧圏内で穏やかであり、風は全般的に弱

く、ウィンドシアーも予想されていないことを確認し、客室乗務員とのブ 

                                                                                             
*1 「ＰＦ」及び「ＰＭ」とは、２名で操縦する航空機における役割分担からパイロットを識別する用語である。ＰＦ

は Pilot Flying の略で、主に航空機の操縦を行う。ＰＭは Pilot Monitoring の略で、主に航空機の飛行状態のモニ

ター、ＰＦの操作のクロスチェック及び操縦以外の業務を行う。 
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リーフィングにお

いて当日は全般的

に天気が良く機内

サービスに影響す

るような揺れはな

いと予想している

旨を伝えていた。 

 また、当該便の

出発前には、前便

の飛行中に確認し

た九州・四国方面

の気象状況から、

当該便の飛行経路

上の天候は穏やか

であること、最新

の気象データにお

いても、空港や上

空の風に変化がな

いことから、機長は、前便出発前に行ったブリーフィングの内容に変更がな

いことを客室乗務員とのブリーフィングで伝えた。 

 関西国際空港を離陸後、宮崎県東方海上を自動操縦によりＦＬ*2３００で

南西方向に向け巡航中、機長及び副操縦士は２０nm 以上前方をＦＬ３１０で

南西から北東に通過する機体（以下「関連機」という。）をナビゲーション

ディスプレイ（ＮＤ）上及び目視で確認した。このとき管制機関から関連機

に関する交通情報はなく、目視による機種の判別はできなかった。機長は、

関連機が２０nm 以上離れた遠方を通過しているので後方乱気流の影響は残ら

ないと判断してシートベルト着用サインは消灯したままとした。同機がＦＬ

３００で巡航中、周囲に雲はなく、風は風速１０kt 以下で、引き続き穏やか

な気象状況であった。 

 関連機を確認した数分後の１０時３３分００秒に関連機が同機の前方を交

差し、１０時３４分４０秒に、同機は突然下から突き上げるような揺れに遭

遇した。機内サービスを終了し後方ギャレーで清掃の準備をしていた客室乗

務員（以下「客室乗務員Ａ」という。）は、突然の上下方向の揺れで周囲の

何かにつかまる余裕もなく、両足が浮いたような感覚となって転倒し、床に

でん
．．

部を強打した。機長及び副操縦士は、このときの揺れはライトタービュ

ランス*3程度のものと感じていた。 

 機体の動揺は一度のみで、すぐに収まったが、機長はシートベルト着用サ

インを点灯させ、先任客室乗務員に客室内の状況を確認して報告するよう指

示した。揺れが発生した約１０分後に、機長は客室内に問題はないとの報告

                                                                                             
*2 「ＦＬ」とは、標準大気の圧力高度で、高度計規正値を２９.９２inHg にセットしたときの高度計の指示（単位は

ft）を１００で除した数値で表される高度である。日本では、通常１４,０００ft以上の飛行高度はＦＬ（フライトレ

ベル）が使用される。例として、ＦＬ３００は高度３０,０００ft を表す 

*3 「ライトタービュランス」とは、乱気流強度区分の一つであり、高度及び飛行姿勢に短時間、軽度の不規則な変化

を生じるが、指示対気速度に大きな変化はなく、操縦の困難性は感じない程度の乱気流を示す。搭乗者は座席ベルト

若しくはショルダーハーネスにわずかに締め付けられるように感じる。固定されていない物品は多少動くことがある。

歩行に支障はないが、注意を要する。 

図１ 同機及び関連機の推定飛行経路 
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を受けたため、再びシートベルト着用サインを消灯させた。シートベルト着

用サイン消灯後に客室乗務員Ａは先任客室乗務員から機体動揺時の状況を聞

かれ、でん
．．

部に痛みを感じながらも、転倒したが大丈夫と話し、当日最後の

乗務であった次便（奄美－成田）も乗務した。 

 客室乗務員Ａは、翌日から２日間は休日に指定されていたため経過観察を

していたが、痛みは引かなかった。転倒から３日目以降は乗務が割り当てら

れており、痛みは残っていたが、打撲程度の負傷ですぐに治ると思い自己判

断で乗務を続けていた。 

 転倒から７日目の９月３日に、でん
．．

部の痛みが改善しなかったことから病

院で受診したところ、尾骨骨折と診断された。 

 同機のＱＡＲの記録によれば、１０時３４分３９秒から同４０秒にかけ

て、垂直加速度が＋０.１９Ｇから＋１.３９Ｇの幅で瞬間的に変動してい

た。垂直加速度の変動があった際、機体の姿勢変化はほとんどなかった。 

 本事故の発生場所は、宮崎空港の東約４５km（北緯３１度５３分２１秒、東経

１３１度５６分０５秒）、ＦＬ３００で、発生日時は、平成３０年８月２７日、

１０時３５分ごろであった。 

2.2 死傷者 重傷（尾骨骨折） 客室乗務員１名 

2.3 損壊 なし 

図２ 事故発生時の負傷者の場所 

 

客室乗務員Ａが負傷した場所 

図３ ＱＡＲの記録 
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2.4 乗務員等 (1) 機長 男性 ４１歳 

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）     平成２９年１２月８日 

 限定事項 エアバス式Ａ３２０型       平成２４年１０月１日 

第１種航空身体検査証明書      有効期限 平成３１年２月１９日 

総飛行時間                    ６,７８７時間１６分 

 同型機による飛行時間             ４,５４４時間５６分 

(2) 副操縦士 男性 ２７歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）       平成２５年６月２８日 

 限定事項 エアバス式Ａ３２０型      平成２８年１１月１７日 

計器飛行証明                平成２５年１０月２４日 

第１種航空身体検査証明書      有効期限 令和元年１０月１６日 

総飛行時間                    １,２７５時間１５分 

 同型機による飛行時間               ９９２時間５７分 

2.5 航空機等 航空機型式                 エアバス式Ａ３２０－２１４型 

製造番号                            ７９６６               

製造年月日                   平成２９年１２月１４日 

耐空証明書                    第２０１７－０３８号 

 有効期限                   平成３０年１２月１４日 

耐空類別                       飛行機 輸送 Ｔ 

総飛行時間                     １,８５９時間４５分 

 

 事故当時、同機の重量は１３３,６００lb、重心位置は２９.８％ＭＡＣ*4 と推

算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量１６２,０３９lb、重心位置範囲 

２０.０７～３６.４％ＭＡＣ）内にあったものと推定される。 

2.6 気象  気象庁が発表した平成３０

年８月２７日０９時のアジア

太平洋地上天気図及び１０時

の国内悪天実況図によれば、

事故発生場所付近の空域は日

本の南にある高気圧に覆わ

れ、悪天候を伴う雲は観測さ

れていなかった。 

 また、事故発生前後１時間

以内に事故発生場所付近の空

域において機上気象報告（Ｐ

ＩＲＥＰ）による乱気流の報

告はなく、１０時の毎時大気

解析図においても、事故発生

場所付近は風速が５～１０kt

と弱く、風向風速の変化を表

すウィンドシアーは観測され

ていなかった。 

                                                                                             
*4 「ＭＡＣ」とは、Mean Aerodynamic Chord の略であり、空力平均翼弦のことをいう。翼の空力的な特性を代表する

翼弦のことで、後退翼など翼弦が一定でない場合にその代表翼弦長を表す。○○％ＭＡＣとは、この空力平均翼弦の

前縁から○○％の位置を示す。 

 図４ 平成３０年８月２７日０９時 

    アジア太平洋地上天気図（抜粋） 

事故発生場所 
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図６ 平成３０年８月２７日１０時 毎時大気解析図（抜粋・一部加工） 

図５ 平成３０年８月２７日１０時 国内悪天実況図（抜粋） 

事故発生場所 

事故発生場所 

RJFK 

SUC 

事故発生場所付近 



   - 6 - 

2.7 その他必要な

事項 

(1) 関連機の情報 

 レーダー航跡記録によれば、事故発生約１分４０秒前にボーイング式 

７４７－４００Ｆ型機（ＣＡＬ５２５４便）がＦＬ３１０で当該機の進路を

交差するように南西から北東に飛行していた。事故発生時の同機と関連機の

水平距離は約１３.３nmであった。 

(2) 後方乱気流*5に関する情報 

 欧州航空安全庁が平成２９年６月２２日に発行した Safety Information 

Bulletin No.2017-10「En-route Wake Turbulence Encounters」（以下「ＳＩ

Ｂ」という。）には、巡航中を含む飛行区間における後方乱気流との遭遇に

ついて以下の記載がある。（抜粋） 

 

The basic effects of wake turbulence encounter on a following aeroplane 

are induced roll, vertical acceleration (can be negative) and loss or 

gain of altitude. The greatest danger is typically the induced roll 

that can lead to a loss of control and possible injuries to cabin crew 

and passengers. 

En-route, the vortices evolves in altitudes at which the rate of decay 

leads to a typical persistence of 2-3 minutes, with a typical sink rate 

of about 400ft/min. Wakes will also be transported by wind.  

Considering the high operating air speeds in cruise and the standard 

1000 ft vertical separation in RVSM*6 airspace, wake can be encountered 

up to 25 nautical miles (NM) behind the generating aeroplane. The most 

significant encounters are reported within a distance of 15 NM.  
 

（仮訳） 

 後方乱気流に遭遇した機体の受ける基本的な影響は、ロール、垂直加速度

（－Ｇの場合もある）、高度の低下または上昇である。最大の危険は、ロー

ルで機体制御不能につながり、客室乗務員や乗客が負傷するおそれがあるこ

とである。 

 エンルートにおける後方乱気流は、一般的に約４００ft/min の速さで降下

しながら２～３分かけて減衰していく。また、風によって移動していく。巡

航中の高い対気速度と、ＲＶＳＭ空域における１,０００ft 標準の垂直間隔を

考慮すると、発生源である航空機の最大２５nm 後方まで、その後方乱気流に

遭遇する可能性があり、重大な遭遇については１５nm 以内の距離で報告され

ている。 

(3) 会社への報告 

 同社のフライト・アテンダント・マニュアルには、客室内で客室乗務員が

負傷した場合、軽微な事象であっても必ず機長に報告すること、及び先任客

室乗務員は勤務終了時に提出するフライトレポート（ＦＲ）により客室乗務

員の管理部門であるフライト・アテンダント・グループに報告することが規

定されている。 

                                                                                             

*5 「後方乱気流」とは、先行機のエンジンブラストや翼端から発生する渦流であり、後続機に重大な危険を及ぼす可

能性がある。 
*6 「ＲＶＳＭ」とは、航空機間の垂直間隔を本来の２,０００ft から１,０００ft に縮小して運用する方式のことであ

る。ＲＶＳＭは、福岡ＦＩＲ全域のＦＬ２９０以上ＦＬ４１０以下の高度においてＲＶＳＭ適合機相互間に適用され

る。 
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 事故当日、客室乗務員Ａがでん
．．

部の痛みについて報告しなかったため、先

任客室乗務員が提出したＦＲに客室乗務員Ａが負傷したことは記載されな 

かった。 

 

３ 分析 

3.1 気象の関与 なし 

3.2 操縦者の関与 なし 

3.3 機材の関与 なし 

3.4 判明した事項

の解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 気象 

 操縦士の口述、気象庁発表のアジア太平洋地上天気図、国内悪天実況図及

び毎時大気解析図並びにＱＡＲの記録によれば、事故が発生した時間帯にお

ける事故発生場所付近には悪天候を伴う雲はなく、風は弱くウィンドシアー

が観測されておらず、事故発生前後１時間以内にＰＩＲＥＰによる乱気流の

報告はなかった。また、事故発生まで同機が安定した飛行を続けていたこと

から、晴天乱気流等の大気の擾乱
じょうらん

のない安定した気象状態であり、事故時の

機体の動揺は気象に起因するものではなかったものと考えられる。  

(2) 関連機の後方乱気流 

 事故発生の約１分４０秒前に、関連機は同機の進路の上空１,０００ft を交

差しており、同機が動揺した時は、同機が関連機から１３.３nm 後方の位置に

あった。 

 欧州航空安全庁が発行したＳＩＢに記載されているように１,０００ft 低い

高度を航行していると発生源である航空機の最大２５nm 後方まで、その後方

乱気流に遭遇する可能性があり、重大な遭遇については１５nm 以内の距離で

報告されている。事故発生当時、事故発生場所付近は風が弱く大気が安定し

ていたことから、関連機の後方乱気流は風によって移動することなく、１分

４０秒ほどで約１,０００ft 降下し同機の進路上に残留していたものと考えら

れる。 

(3) 機体の動揺 

 同機の動揺は、ＱＡＲの記録にある垂直加速度の瞬間的な変化に対応する

ものと考えられる。事故発生場所付近は風が弱く大気が安定しており、気象

に起因する動揺はなかったものと考えられること、及び機体の動揺は一過性

のものであることから、同機の動揺は、進路上に残留していた関連機の後方

乱気流中を交差して飛行したことにより発生したものと考えられる。この動

揺により客室乗務員Ａは、体勢を崩して転倒し、でん
．．

部を負傷したものと考

えられる。 

(4) 客室乗務員の対応 

 客室乗務員Ａは同便において転倒し、でん
．．

部に痛みがあったが、打撲程度

と自己判断し、先任客室乗務員や機長に報告しなかったため、関係部署は負

傷について正しく把握することができなかった。また、客室乗務員Ａは、負

傷した後も痛みが続いていたが自身の判断で乗務を続けた。客室乗務員本人

が痛みの程度のみで負傷の有無を判断することは難しい場合があると考えら

れるため、保安要員として乗務することの可否を客観的に判断するために、

痛みの状況等についてちゅうちょ
．．．．．

せずに機長や関係部署に報告することが望

ましい。 

(5) 機長の対応 
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 機長は、関連機を発見した際に後方乱気流の影響はないものと判断した

が、２０nm 以上離れた遠方を飛行している航空機の後方乱気流の影響を大気

の状態等を勘案した上で正確に予測することは困難であったものと考えられ

る。 

 一方、ＳＩＢではＲＶＳＭ空域を飛行する場合は、発生源である航空機の

後方２５nm まで後方乱気流の影響が及ぶ可能性があることを指摘しているこ

とも踏まえ、自機と関連機との位置関係がこのような範囲にある場合には積

極的に機内アナウンス等を行い、客室乗務員や乗客に対し揺れの可能性につ

いて注意喚起することも同種事故の再発防止に有効であると考えられる。 

 

４ 原因 

 本事故は、同機が巡航中に動揺したため、客室乗務員Ａが転倒し負傷したものと考えられる。 

 同機が動揺したことについては、同機が飛行した経路に他機の後方乱気流が残留していたことによ

るものと考えられる。 

 

５ 再発防止策 

 同社は、再発防止のため、次の対策を講じた。 

(1) 注意喚起文書の発行 

全出発便を対象に以下の内容について緊急周知を行った。 

① 事象の内容 

② 乱気流遭遇時の対応 

③ 万が一転倒、身体を打った場合には速やかに先任客室乗務員に報告し、デブリーフィング時

に怪我や痛みがないか継続的に確認すること 

(2) 運航安全情報の発行 

 全運航乗務員に対して運航安全情報を発出し、本事案の概要や後方乱気流について周知した。

また、客室乗務員とのブリーフィングにおいて、以下の事項を参考に注意喚起・意識向上を図る

よう周知した。 

① 揺れが予想されない時でも突然揺れる可能性があること。 

② 体勢を崩した状態にある時には、どこかを掴むなど突然の乱気流に備えること。 

③ 過去の乱気流事故ではモーメントの関係で後方が受傷しやすいこと。 

(3) 乗務員への再教育 

 当該運航乗務員に対し、後方乱気流に係る知識付与及び教官とのディスカッションを行った。

客室乗務員に対しては、乱気流による事故防止対策に関する意識付けの強化及び発生時の具体的

な行動について実機を想定したシミュレーションを行った。 

(4) 全社員に対する安全統括管理者文書の発行 

 客室乗務員に突然の揺れに遭遇したときの対処についてレビューすること、運航関係者に機内

で負傷者が出たときの連絡や措置についてレビューすることを指示するとともに、全社員に対し

再発防止のための情報共有を行った。 

(5) フライトレポート（ＦＲ）による報告事項の追加 

 負傷者の有無にかかわらず、乱気流遭遇時には事象の概要や客室乗務員の状況等についてＦＲ

に記載するよう、客室乗務員あてに事務連絡を発行した。また、乱気流に遭遇した際には、ＦＲ

提出時にフライト・アテンダント・スーパーバイザー*7（ＦＡＳ）による対面での内容確認、客室

乗務員の状況を目視で確認することをＦＡＳ業務ＳＯＰ（手順書）に追加した。 
 

                                                                                             
*7 「フライト・アテンダント・スーパーバイザー」とは、フライト・アテンダント・グループに属し、管理職を補佐

しながら、客室乗務員の日常指導、育成及び業務の習熟状況の把握等を行う者をいう。 


